
【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位／日 変更なし
入浴介助加算（Ⅱ） 55単位／日 変更なし

【算定要件】
＜入浴介助加算(Ⅰ）＞（現行の入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて）

・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。
＜入浴介助加算(Ⅱ）＞（現行の入浴介助加算（Ⅱ）の要件に加えて）

・ 医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通信機器等を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する
場合においても算定可能とする。

（算定要件に係る現行のQ＆Aや留意事項通知で示している内容を告示に明記する）
① 訪問可能な職種として、利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専 門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの

職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者を明記する。
② 個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができることを明記する。
③ 利用者の居宅の状況に近い環境の例示として、福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものを明記する。

■ 通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を
促進する観点から、見直しを行う。

通所介護等における入浴介助加算の見直し 告示・通知改正

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション（加算Ⅱのみ）

自立支援・重度化防止に係る取組の推進

入浴介助を行う職員に対し、
入浴介助に関する研修等を
行うこと。

研修等の実施

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞
通所介護事業所 利用者宅

利用者宅を訪問

医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が 利用者の居宅を訪問し、情報通信
機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助 言を行っても差し支えない。

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて

利用者宅の浴室の環境を確認 ＜訪問可能な職種＞
医師、理学療法士、作業療法士、介護福
祉士、介護支援専門員、利用者の動作及
び浴室の環境の評価を行うことができる福祉
用具専 門相談員、機能訓練指導員、地域
包括支援センターの職員その他住宅改修に
関する専門的知識及び経験を有する者
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■ 在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に
推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けること
とする。

ア 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
イ 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
ウ 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。

■ また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水
準に見直しを行うこととする。

自立支援・重度化防止に係る取組の推進

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進 告示改正

介護老人保健施設

在宅復帰・在宅療養支援等指標： 下記評価項目（①～⑩）について、項目に応じた値を足し合わせた値（最高値：90）
①在宅復帰率 50％超 20 30％超 10 30％以下 0

②ベッド回転率 10％以上 20 5％以上 10 5％未満 0

③入所前後訪問指導割合 30％以上 10 ⇒35％以上 10 10％以上 5 ⇒15％以上 5 10％未満 0 ⇒15％未満 0

④退所前後訪問指導割合 30％以上 10 ⇒35％以上 10 10％以上 5 ⇒15％以上 5 10％未満 0 ⇒15％未満 0

⑤居宅サービスの実施数 3ｻｰﾋﾞｽ 5 2サービス（訪問リハビリ
テーションを含む） 3 2サービス1 ０、１サービス０

⑥リハ専門職の配置割合 5以上（PT, OT, STいずれ
も配置） 5 5以上 3 3以上 2 3未満 0

⑦支援相談員の配置割合
3以上 5

⇒3以上（社会福祉士の
配置あり） 5

（設定なし）
⇒3以上（社会福祉士の

配置なし） 3
2以上 3 ⇒2以上 １ 2未満 0

⑧要介護４又は５の割合 50％以上 5 35％以上 3 35％未満 0

⑨喀痰吸引の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0

⑩経管栄養の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0

※下線部が見直し箇所
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■ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）について、施設におけるポリファーマシー解消の取組を推進する観点から、入所前の主治医と
連携して薬剤を評価・調整した場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する新たな区分を設ける。その上で、入所
前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価する。

■ また、新たに以下の要件を設ける。
ア 処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無に

ついて、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
イ 入所前に６種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
ウ 入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。

自立支援・重度化防止に係る取組の推進

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し 告示改正

介護老人保健施設 ※入所者１人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に加算

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 140単位/回（一部変更）
＜入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合＞

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 70単位/回（新設）
＜施設において薬剤を評価・調整した場合＞

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 240単位/回
＜服薬情報をLIFEに提出＞

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 100単位/回
＜退所時に、入所時と比べて１種類以上減薬＞

① 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること。
② 入所後１月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可

能性があることについて主治の医師に説明し、合意していること。
③ 入所前に当該入所者に６種類以上の内服薬が処方されており、施設

の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内
容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと。

④ 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医師、薬剤
師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状
態等について、多職種で確認を行うこと。

⑤ 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更
後の入所者の状態等について、退所時又は退所後１月以内に当該入
所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載して
いること。

• かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イの要件①、④、
⑤に掲げる基準のいずれにも適合していること。

• 入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者
について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的
な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行
うこと。

• かかりつけ医連携薬剤調整加算 （Ⅰ）イ又はロを算定していること。
• 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当

該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して
いること。

• かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定していること。
• 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた

内服薬の種類に比べて１種類以上減少していること。
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